
 

 

令和６年度 堀川高等学校振興会 役員紹介 

 

 役員構成は、「堀川高等学校振興会 会則 第 7条 1項」により、ＰＴＡ役員

が兼務する。 

 

 

 

 

令和６年度 堀川高等学校振興会 監事紹介 

 

監事は、「堀川高等学校振興会 会則 第 22 条」により、ＰＴＡ監事が兼務する。 

振興会総会議題（３） 


